
 

※掲載している回答の内容は、回答した時点の市の見解となります。 

その後の制度変更などにより、最新の市の見解と異なる場合がありますのでご了承ください。 

  

市長への手紙 
（今までの主なご意見と回答） 

受付日 令和 ５年 ２月２０日 

回答日 令和 ５年 ３月２９日 

件     名 

スケートボード練習場について 

内     容 

スケートボード利用禁止のところで練習している若者が多い。公園にスケートボードの

練習可能スペースをつくってほしい。 

回     答 

スケートボードを利用できる市施設といたしましては、「スカイ広場」及び「大和ゆと

りの森」があり、スケートボードを利用される場合、これらの利用が許可されている施設

をお使いいただくようお願いしております。 

なお、「スカイ広場」にはスケートボード利用専用のエリアがございますが、「大和ゆ

とりの森」は子どもの自転車練習場所など様々な目的でご利用いただいている施設ですの

で、安全に十分配慮しながら、譲り合ってご利用いただいているところです。 

ご提案いただいた公園の一角にスケートボードの練習許可スペースを設けることにつ

きましては、利用が許可されていない公園において、残念ながらルールを守っていただけ

ないスケートボードの利用者に対する騒音等に関する苦情が続発していることに加え、施

設の破損や汚損が発生している状況であることから、現在のところ、スケートボードが利

用できる公園を増やす計画はございません。 

事務担当課 みどり公園課（０４６－２６０－５４５０） 


